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制
定
ま
で
の
経
緯

　

大
洲
市
議
会
で
は
、
議
会
改

革
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置

し
、
議
会
活
動
な
ど
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
項
目
に
つ
い
て
、

調
査
・
検
討
を
行
い
、
実
施
で

き
る
も
の
か
ら
改
革
し
て
き
ま

し
た
。

　

そ
の
後
、
そ
の
検
討
項
目
等

に
つ
い
て
一
定
の
結
論
を
得
た

こ
と
か
ら
、
議
会
基
本
条
例
の

制
定
に
向
け
調
査
・
検
討
を
行

い
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の

実
施
等
を
踏
ま
え
、
平
成
28
年

第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
、
本

条
例
を
委
員
会
発
議
に
よ
り
提

案
し
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま

し
た
。

議
会
基
本
条
例
と
は

　

議
会
基
本
条
例
と
は
、
議
会

の
最
高
規
範
と
も
い
え
る
条
例

で
あ
り
、
議
会
及
び
議
員
の
責

務
や
活
動
原
則
、
さ
ら
に
、
市

民
等
と
の
関
係
を
明
文
化
し
た

も
の
で
す
。

大
洲
市
議
会
基
本
条
例

　
近
年
、
国
か
ら
地
方
へ
の
権

限
移
譲
が
進
み
、
地
方
公
共
団

体
の
自
己
決
定
権
の
拡
大
が
進

む
中
で
、
地
域
住
民
に
根
ざ
し

た
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
地
方

議
会
が
果
た
す
べ
き
役
割
及
び

責
務
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
方
議
会
は
、
二
元

代
表
制
の
下
、
地
方
公
共
団
体

の
行
政
監
視
及
び
評
価
、
政
策

立
案
等
を
行
い
、
住
民
代
表
機

関
と
し
て
、
多
様
な
住
民
の
声

を
反
映
し
な
が
ら
、
日
本
国
憲

法
に
定
め
る
地
方
自
治
の
本
旨

の
実
現
を
目
指
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
、大
洲
市
議
会（
以

下
「
議
会
」
と
い
う
。）は
、
議

会
の
活
性
化
並
び
に
人
々
が
支

え
合
い
、
心
豊
か
に
暮
ら
す
こ

と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現

及
び
住
民
福
祉
の
増
進
を
図
る

た
め
様
々
な
改
革
を
重
ね
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
後
も
積
極
的
に
改
革
を
推

進
し
、
議
会
機
能
の
強
化
、
活

性
化
は
も
と
よ
り
、
市
民
に
開

か
れ
た
議
会
、
よ
り
信
頼
さ
れ

る
議
会
と
な
る
よ
う
、
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
。

第
１
章
　
総
則

（
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
議
会

運
営
及
び
大
洲
市
議
会
議
員

（
以
下
「
議
員
」
と
い
う
。）

に
係
る
基
本
事
項
を
定
め
、

議
会
及
び
議
員
が
市
民
全
体

の
代
表
と
し
て
自
ら
の
役
割

を
深
く
自
覚
し
活
動
す
る
こ

と
に
よ
り
、
市
民
福
祉
の
増

進
と
市
政
の
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条
　
こ
の
条
例
に
お
い
て

「
市
民
」
と
は
、
市
内
に
在

住
、
在
勤
又
は
在
学
す
る
個

人
及
び
市
内
で
活
動
す
る
法

人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。

　
　
　

　
　
　

第
２
章
　
議
会
及
び
議
員
の
活

動
原
則

（
議
会
の
活
動
原
則
）

第
３
条
　
議
会
は
、
次
に
掲
げ

る
原
則
に
基
づ
き
活
動
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
市
長
そ
の
他
の
執
行
機

関
（
以
下
「
市
長
等
」
と

い
う
。）
の
政
策
及
び
事

務
に
つ
い
て
、
監
視
及
び

評
価
機
能
を
果
た
す
こ

と
。

⑵
　
公
正
性
及
び
透
明
性
等

を
確
保
し
、
市
民
に
開
か

れ
た
議
会
を
目
指
す
こ
と
。

⑶
　
市
民
の
多
様
な
意
見
を

的
確
に
把
握
し
、
市
政
に

反
映
さ
せ
る
た
め
の
運
営

に
努
め
る
こ
と
。

⑷
　
議
会
内
で
の
申
合
せ
事

項
は
、
不
断
に
見
直
し
を

行
う
こ
と
。

⑸
　
市
民
の
傍
聴
の
意
欲
を

高
め
る
議
会
運
営
を
行
う

こ
と
。

（
議
員
の
活
動
原
則
）

第
４
条
　
議
員
は
、
次
に
掲
げ

る
原
則
に
基
づ
き
活
動
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
議
会
が
言
論
の
府
で
あ

る
こ
と
及
び
合
議
制
機
関

で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識

し
、
議
員
間
の
自
由
な
討

議
を
重
ん
じ
る
こ
と
。

⑵
　
市
政
の
課
題
全
般
に
つ

い
て
、
市
民
の
意
見
を
的

確
に
把
握
す
る
と
と
も

に
、
更
な
る
自
己
研
鑚
に

努
め
、
市
民
の
代
表
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
活
動
を
す

る
こ
と
。

⑶
　
議
会
の
構
成
員
と
し

て
、
一
部
団
体
及
び
地
域

の
代
表
に
捉
わ
れ
ず
、
市

民
全
体
の
福
祉
の
増
進
及

び
市
政
の
発
展
を
目
指
し

て
活
動
す
る
こ
と
。

　
（
会
派
）

第
５
条
　
議
員
は
、
会
派
を
結

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
会
派
は
、
同
一
の
理
念
を

共
有
す
る
議
員
で
構
成
す

る
。

３
　
会
派
は
、
議
会
運
営
、
政

策
決
定
、
政
策
提
言
、
政
策

立
案
等
に
関
し
、
会
派
間
で

調
整
を
行
い
合
意
形
成
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

第
３
章
　
市
民
と
議
会
の
関
係

（
市
民
参
加
及
び
市
民
と
の
連
携
）

第
６
条
　
議
会
は
、
市
民
に
対

し
積
極
的
に
そ
の
有
す
る
情

報
を
発
信
し
、
説
明
責
任
を

十
分
果
た
す
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
議
会
は
、
市
民
の
意
思
を

議
会
活
動
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

大
洲
市
議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
ま
し
た


